
 

環境影響評価制度ࡢ見直し㸦案㸧ついて 
 

㸯 見直しࡢ理由 
本県࡛ࠊࡣᖹ成 11 ᖺ㸴月長㔝県環境影響評価条例を環境影響評価法同日施行ࠊࡋ事業ࡢ実施

ᖹ成ࠋたࡁ࡚ࡗ運用をᅗ࡞一体的ࡢ条例法ࠊうࡼࡿࢀさ࡞ࡀ配慮࡞適正ࡢ伴う環境保全へ 1重 ᖺ

10 月ࡣ風力発電所を条例対象事業加えたࠊࡀᖹ成 「5 ᖺ㸲月ࡽ環境影響評価法ࡢ改正ࡾࡼ法

対象事業新た࡞手続ࡀ導入さࢀたこやࠊ大規模太陽光発電事業ࡢ出現ࠊ࡞本県ࡢ環境影響評価

制度をࡵぐࡿ状況大࡞ࡁ変化ࡀ生࡚ࡁ࡚ࡌいࡿこࡽ見直ࡋを行うࠋ 

 

㸰 主࡞見直し㸦案㸧ࡢ内容 
(1) 法改正伴う手続ࡢ導入࠙資料㸰ࠚ 

計⏬段階環境配慮書手続ࡘい࡚ࠊ事業ࡢ検討段階ࡽ環境配慮を行うこ࡛環境影響ࡢ一層ࡢ 

回避࣭ప減ࡀ期待࡛ࡿࡁこࠊࡽ本県࠾い࡚ࡶ積極的࡞導入をᅗࠋࡿ 

ア 計画段階環境配慮書ࡢ作成 

第㸯種事業ࡣ義務規定ࠊ第㸰種事業ࡣ国࣭地方公共団体等ࡀ行う事業ࡣ義務ࠊそࢀ以外ࡣ努力    

義務規定ࠋࡿࡍ 

イ 計画段階配慮書係ࡿ手続 

知事意見ࡢ提出ࠊ関係市⏫村࣭技術委員会ࡢࡽ意見聴取ࠊ事業者ࡀ行うఫ民ࡢࡽ意見聴取

 ࠋࡿࡍ義務規定ࠊࡣい࡚ࡘ
 
(「) 他自治体を参考した新た࡞手続ࡢ導入࠙資料㸱ࠚ 

ア 事後調査係ࡿ手続ࡢ充実 

事後調査ࡢ㔜要性鑑ࠊࡳ事後調査計⏬書ࡢ作成࣭公表やࠊ事後調査報告書ࡢ公表や意見聴取等

 ࠋࡿ充実をᅗࡢ手続ࡿ係事後調査ࠊࡋ導入積極的࡚ࡋ手続を義務規定ࡢ

イ 第㸰種事業判定࠾けࡿ技術委員会ࡢࡽ意見聴取 

ウ 法対象事業対すࡿ条例手続ࡢ適用 

条例対象事業ࡾࡼ規模ࡢ大ࡁい法対象事業対ࠊ࡚ࡋ法ࡢ趣旨反࡞ࡋい範ᅖ࡛ࠊ事業着手届࣭

事業完了届ࡢ提出ࠊ立入調査ࠊ必要࡞手続を実施࡞ࡋい場合ࡢ勧告࣭ 公表等ࡢ条例手続を適用ࠋࡿࡍ 
 
(」) 条例対象事業ࡢ拡大࠙資料㸲ࠚ 

  今後さࡽ自然エネ࣮ࣝࢠ事業ࡢ進展࣭拡大ࡀ見込ࡿࢀࡲこࠊࡽ太陽光発電所ࡢ対象化を含ࠊࡵ

 大規模࡞新たࡿあࡢ可能性ࡿࡍ今後出現ࠊࡶࡿࡍい࡚規定を整備ࡘ建設ࠖࡢ電気工作物ࠕ

開発事業対応࡛ࡼࡿࡁうࠕ概括的࡞対象事業ࠖࡢ規定を新設ࠋࡿࡍ 

事業ྡ 区 分 
対象事業ࡿ࡞規模要件 

規模要件ࡢ考え方 
第㸯種事業 第㸰種事業 

電気工作物ࡢ
建設 
 
㸦現行：風力発
電所ࡢ建設㸧 

水力発電所 出力15,000kW以上 － 

面的開発事業ྠ様、法
第㸯種事業ࡢ  ࡿす50％

風力発電所 
出力5,000kW以上 
㸦現行10,000kW㸧 － 

地熱発電所 出力5,000kW以上 － 

太陽光発電
所 

敷地面積50ࡀha以上 
森林ࡢ区域等࠾けࡿ
敷地面積0」ࡀha以上 

他ࡢ面的開発事業を基本
太陽光ࡣ区域等ࡢ森林、
発電事業ࡢ特性を踏まえ、
 厳しい要件を設定ࡾࡼ

送電線路 
1】万Ｖ以上 つ 
亘長ࡀ㸯km以上 

－ 
電圧ࡣ他自治体及び電気事
業法ࡢ基準を、亘長ࡣ近県
 状況を考慮ࡢ

工作物ࡢ用
供すࡿ一団ࡢ
土地ࡢ造成 

－ 
一団ࡢ土地ࡢ面積
 50ha以上ࡀ

森林ࡢ区域等࠾けࡿ
一団ࡢ土地ࡢ面積ࡀ
」0ha以上 

他࡞造成ࠖࡢ工業団地ࠕ
均衡をࡢ面的開発事業ࡢ
考慮 

 

㸱 今後ࢫࡢケࢪュール 
本ᖺ㸳月ࠕ長㔝県環境影響評価条例ࡢ改正係ࡿ専門委員会議ࠖを設置ࠊࡋ環境影響評価制度ࡢ

見直ࡘࡋい࡚検討を行うࠊࡶ見直ࡋ㸦案㸧ࡘい࡚パブࣜッࢡコメントを実施ࡋたこ࡛ࢁ

あࠊࡾ本ᖺ中を目途条例改正を行うࠋ 

資料㸯 


